
 

「指定期限」及び「バーコード使用期限」は 
 
「納期限」ではありません！ 

 

→税金や保険料等は「納
・

期限
・ ・

」内にご納付ください。 
 
令和 8 年 2 月 24 日以降に発行する納付書には、「指定期限」及び 

「バーコード使用期限」が新たに印字されます。 

 

「納期限」は、税（料）額を納めるべき期限です。 
➡この期限内にご納付されない場合は、延滞金が加算される場

合があります。 

「バーコード使用期限」は、コンビニや地方税統一 

QR コードでの納付が可能である期限です。 
※「QR コード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 

 

納期限  
 

指定期限及びバーコード使用期限 

※この納付書はイメージです。 

実際の納付書とは異なる場合があります。 


